
八街市協働のまちづくり人財バンク制度実施要綱  

（趣旨）  

第１条　この要綱は、八街市協働のまちづくり条例（平成２９年条例

第１７号。以下「条例」という。）第６条の規定に基づき、協働の

ま ち づ く り に 活 か す こ と が で き る 様 々 な 分 野 の 技 術 や 知 識 、 特 技

（以下「技術等」という。）を持つ市民等（法人を除く）を募り、

地域資源として情報を整理した上で、発信・共有し、これらの技術

等を必要とする市民等との橋渡しを行う際の手続等に関し、必要な

事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条　この要綱における用語の意義は、条例第２条の例による。  

（登録の対象）  

第３条　登録できる者は、地域活動に関心があり、仕事や趣味で培っ

た技術等を活かして、原則として無償で社会貢献活動をしようとす

る者で、以下のいずれかに該当する者とする。  

(1)　市内に在住、在勤、在学している者  

(2)　八街市の出身者、その他八街市にゆかりがある者  

(3)　近隣市町村で活動の実績を有する者  

２　前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は登録の対象とし

ない。  

(1)　営利、宗教及び政治活動を目的として登録しようとする者  

(2)　公の秩序を乱し又は善良な風俗を害するおそれがある者  

(3)　八街市暴力団排除条例（平成２４年３月２１日条例第１７号）

第２条に規定する暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係があ

る者  

(4)　第９条第２項第１号、第４号及び第５号の規定に該当した者  

（活動分野の区分）  

第４条　団体の活動分野は次の各号のとおりとする。  

(1)　健康・福祉  



(2)　環境保全  

(3)　防災・安全  

(4)　社会教育・文化及びスポーツ振興  

(5)　産業振興・情報・ＩＣＴ  

(6)　子育て・学習・教育  

(7)　地域交流・地域づくり  

(8)　その他市長が必要と認めるもの  

（登録の申請）  

第５条　人財バンクに登録を希望する者は、八街市協働のまちづくり

人財バンク登録申出書（別記様式第１号）に次の各号に掲げる書類

を添えて市長に提出しなければならない。  

(1)　誓約書兼同意書（別記様式第２号）  

(2)　その他市長が必要と認めるもの  

（情報の記録）  

第 ６ 条 　 市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 出 に 対 し 、 そ の 内 容 を 確 認 し

て、適当と認めるときは、八街市協働のまちづくり人財バンク登録

者台帳（別記様式第３号）に登録するものとする。  

２　市長は、前項の規定により登録を決定したときは、八街市協働の

まちづくり活動人財バンク登録申出書（別記様式第１号）のうち次

の各号に掲げる事項を公開するものとする。ただし、第１号の事項

について、申請者から非公開としたい旨の申し出があった場合は、

同号を非公開とする。  

(1)　氏名  

(2)　活動分野の区分  

(3)　プロフィール  

(4)　経費等費用  

(5)　特記事項  

（登録内容の変更）  

第７条　人財バンクに登録した者（以下「登録者」という。）は、登



録の内容に変更があったときは、八街市協働のまちづくり人財バン

ク登録事項変更届（別記様式第４号）を速やかに市長に提出しなけ

ればならない。  

（登録の継続等確認）  

第８条　市長は、登録事項及び登録継続の意思について、毎年度末ま

でに、当該登録者に照会するものとする。  

（登録の抹消）  

第９条　登録者は、登録の抹消を希望するときは、八街市協働のまち

づくり人財バンク登録抹消届（別記様式第５号）を市長に提出しな

ければならない。  

２　市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前項の

規定に係わらず速やかに登録を抹消するものとする。  

(1)　偽りその他不正の手段により登録を行ったとき  

(2)　第３条第２項に規定する者と認められたとき  

(3)　第８条の規定による、登録継続の意思が確認できなかったとき  

(4)　不適切な活動が行われていると判断されるとき  

(5)　前４号に掲げるもののほか、市長が不適当と判断したとき  

３　市長は、前２項の規定により登録を抹消したときは、登録者に対

して、八街市協働のまちづくり人財バンク登録抹消通知書（別記様

式第６号）により通知するものとする。  

（利用の方法）  

第 １ ０ 条 　 人 財 バ ン ク を 利 用 し よ う と す る 者 （ 以 下 「 利 用 者 」 と い

う。）は、利用の１か月前までに、八街市協働のまちづくり人財バ

ンク利用申込書（別記様式第７号）を市長に提出するものとする。  

２　市長は、前項の規定による提出があったときは、その旨及び内容

を当該利用者が希望する登録者に連絡するものとする。  

３　前項の規定による連絡を受けた登録者は、当該利用者と必要な調

整を行い、相互の合意に基づき事業を実施するものとする。  

４ 　 登 録 者 及 び 利 用 者 は 、 人 財 バ ン ク の 利 用 に 関 し 疑 義 が 生 じ た と



き、又は問題が発生したときは、協議の上、解決するものとする。  

(利用報告) 

第１１条　利用者は、人財バンクの利用後、八街市協働のまちづくり

人財バンク利用報告書（別記様式第８号）を市長に提出するものと

する。  

(個人情報の保護) 

第１２条　この要綱に係る個人情報の取り扱いについては、個人情報

の 保 護 に 関 す る 法 律 (平 成 15年 法 律 第 57号 )そ の 他 の 関 係 法 令 、 条

例、規則等の定めるところによる。  

（補足）  

第１３条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に

定める。  

附　則  

この告示は、令和８年　月　日から施行する。



別記 
様式第１号（第５条） 
 

年  月  日  
 

八街市長     様 
 

住 所           
氏 名           
電 話 番 号           
メールアドレス           

 
   八街市協働のまちづくり人財バンク登録申出書 

八街市協働のまちづくり人財バンク制度実施要綱第５条の規定により、下記のとおり申
し出ます。 

 
記 

 
 氏名の公開 氏名を公開 する ・ しない （どちらかに○）

 

登録分野 
※複数選択可

□ 健康・福祉 □ 環境保全 □ 防災・安全  
□ 社会教育・文化及びスポーツ振興 □ 産業振興・情報・ICT  
□ 子育て・学習・教育 □ 地域交流・地域づくり 
□ その他(                 ）

 

具体的な内容
 
 

 
経費等

□ 実費（材料費・保険代等）は、不要 
□ 実費（材料費・保険代等）は、利用者負担（      円程度）

 

プロフィール 
(自己紹介や PR)

生 年 月 日 ※         年   月   日 

  
 
 

 
特記事項 

（資格など）

 
 

※生年月日については公開しません。



様式第２号（第５条第２号） 

 

誓約書兼同意書 

 

　私は、八街市協働のまちづくり人財バンクへの登録にあたり、下記１及び２の各事項に

ついて誓約します。また、下記３について同意します。 

記 

１（1）営利、宗教及び政治活動を目的として登録しようとする者ではありません。 

（2）公の秩序を乱し又は善良な風俗を害するおそれがある者ではありません。 

（3）八街市暴力団排除条例（平成２４年３月２１日条例第１７号）第２条に規定する 

暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係がある者ではありません。 

 

２（1）事業を実施する上で知り得た個人情報の管理は細心の注意を払い、事業実施の範囲

を超えた利用をしないこと。 

　（2）事業を実施する上で知り得た秘密については他に漏らさないこと。なお、事業実施

後も同様とする。 

 

３　八街市協働のまちづくり人財バンクの利用を希望する者から利用申込があった場合、

市から当該希望者へ登録者の氏名、連絡先を提供すること。 

 

 

 

年　　月　　日 

 

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印 

（自署の場合は押印不要） 



様式第３号（第６条第１項）

番号 氏名 氏名の公開 生年月日 住所 連絡先 登録分野 具体的な内容 経費等 特記事項

八街市協働のまちづくり人財バンク登録者台帳



様式第４号（第７条） 
 

年  月  日  
 

八街市長     様 
 

住 所           
氏 名           
電 話 番 号           

 
八街市協働のまちづくり人財バンク登録事項変更届 

登録事項に変更が生じたため、八街市協働のまちづくり人財バンク制度実施要綱第７条
の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 
記 

 
 

変更が生じた項目 変更前 変更後 変更年月日

 

 

 

 

備  考



様式第５号（第９条第１項） 
 

年  月  日  
 

八街市長     様 
 

住   所            
氏 名            
電 話 番 号            

 
八街市協働のまちづくり人財バンク登録抹消届 

下記の理由により八街市協働のまちづくり人財バンクの登録を抹消したいので、八街市
協働のまちづくり人財バンク制度実施要綱第９条第１項の規定により届け出ます。 

 
記 

 

 
 

 

理  由

 
 



様式第６号（第９条第 3 項） 
 

年  月  日  
 
        様 
 

八街市長       
 
 

八街市協働のまちづくり人財バンク登録抹消通知書 
下記の理由により登録を抹消しましたので、八街市協働のまちづくり人財バンク実施要

綱第９条第２項の規定により通知します。 
 

記 
 

 

理  由

 
 



様式第７号（第１０条第１項） 
 

八街市協働のまちづくり人財バンク利用申込書 
 

年  月  日 

 

八街市長       様 
 

                    住  所 

                    団体名等 

                    氏  名 

                     (団体等の場合は代表者氏名) 

                    電話番号 
 

八街市協働のまちづくり人財バンクを利用したいので、八街市協働のまちづくり人財
バンク制度実施要綱第１０条第１項の規定により、下記のとおり申し込みます。 

記 
 

希望者（分野）

 

必要とする内容

 

日  程
第１希望    年  月  日（ ）～   年  月  日（ ）

 第２希望    年  月  日（ ）～   年  月  日（ ）

 

備  考



様式第８号（第１１条） 
 

八街市協働のまちづくり人財バンク利用報告書 
 

年  月  日 

 

八街市長       様 
 

                    住  所 

                    団体名等 

                    氏  名 

                     (団体等の場合は代表者氏名) 

                    電話番号 
 

八街市協働のまちづくり人財バンク制度実施要綱第１１条の規定により、下記のとお
り報告します。 

記 

※実費がかかった場合は、何にいくらかかったかも併せてご記入ください。

 

登録人財の氏名

 

実施内容※

 
実費負担

（どちらかに○） 
無 ・ 有

（有の場合記入） 
品目：       金額；      円

 

感  想


